
【令和４年度】 

仕 様 書（ 共 通 ） 

 

本仕様書は、発注者（以下「甲」という。）が発注する「投票所器材運搬

等業務委託（統一地方選挙）」において、適用されるものであり、受注者（以

下「乙」という。）が本業務を履行するにあたり、必要な事項を示すもので

ある。 

 

１  乙は、甲が市選挙管理委員会倉庫（旧幸町第二小学校）、中央区役所、

花見川区役所で保管している投票所器材を、令和５年３月３１日（金）ま

でに乙が用意する投票所器材保管場所に搬入すること（器材の数量等は、

別紙「投票所器材一覧」のとおり）。  

２  乙は、事前に甲に投票所器材を保管する場所を報告すること。 

なお、甲は、乙が使用する倉庫を必要に応じて検査することができる。 

３  乙は、契約後直ちに各区選挙管理委員会と打ち合わせを行い、運搬スケ

ジュール表を作成して、各区及び市へ提出すること。  

４  乙は、甲が別途指定する投票所責任者と協議の上、搬入及び搬出日時を

決定すること。  

５  乙は、必ず各投票所へ搬入前及び搬出前に事前連絡をすること。  

６  乙は、投票所への投票所器材の搬入がすべて終了したとき及び本件業務

委託がすべて終了したときは、甲に連絡すること。  

なお、運搬スケジュールを変更する場合は、直ちに甲に連絡すること。 

７  乙 は 、 運 搬 し た 投 票 所 器 材 が 運 搬 器 材 一 覧 と 異 な っ た 場 合 は 、

直 ち に 対 応 し て 、 経 緯 を 甲 に 連 絡 す る こ と 。  

 

※ 契 約 方 法 に つ い て  

令 和 ４ 年 度 の 契 約 は 、投 票 所 へ の 搬 入 に 係 る も の と し 、入 札 書

に は 、 全 業 務 の 委 託 料 の ６ 割 の 金 額 を 記 入 す る こ と 。  

令 和 ５ 年 度 の 契 約 は 、投 票 所 へ の 搬 入 及 び 搬 入 を 行 っ た 投 票 所

か ら の 搬 出 に 係 る も の と し 、落 札 者 と 全 業 務 の 委 託 料 の ４ 割 の 金

額 で 別 途 契 約 す る 。た だ し 、令 和 ５ 年 度 予 算 の 発 効 を も っ て 締 結

す る も の と し 、議 会 の 議 決 を 得 ら れ な い と き は 、契 約 手 続 き を 中

止 す る 。  



【令和４年度】 

特 記 事 項 （ 中 央 区 ）  

 

１  次 の 投 票 所 に つ い て 、 車 い す の 搬 入 を 行 う こ と 。  

な お 、 車 い す は 、 市 選 倉 庫 （ 旧 幸 町 第 二 小 学 校 ） に お い て 、 受

領 を 行 う こ と 。  

①  三 和 会 館 （ 第 ５ 投 票 所 ）  

②  椿 森 中 学 校 （ 第 ８ 投 票 所 ）  

③  東 千 葉 地 区 自 治 会 集 会 所 （ 第 ９ 投 票 所 ）  

④  蘇 我 保 育 所 （ 第 １ ８ 投 票 所 ）  

⑤  仁 戸 名 小 学 校 （ 第 ２ ５ 投 票 所 ）  

⑥  大 巌 寺 小 学 校 （ 第 ２ ７ 投 票 所 ）  

⑦  村 田 町 公 会 堂 （ 第 ３ ０ 投 票 所 ）  

⑧  都 保 育 所 （ 第 ３ １ 投 票 所 ）  

 

２  次 の 投 票 所 に つ い て は 、 搬 入 前 に 必 ず 事 前 連 絡 を す る こ と 。  

①  三 和 会 館 （ 第 ５ 投 票 所 ）  

②  松 波 会 館 （ 第 ６ 投 票 所 ）  

③  東 千 葉 地 区 自 治 会 集 会 所 （ 第 ９ 投 票 所 ）  

④  蘇 我 保 育 所 （ 第 １ ８ 投 票 所 ）  

⑤  村 田 町 公 会 堂 （ 第 ３ ０ 投 票 所 ）  

⑥  都 保 育 所 （ 第 ３ １ 投 票 所 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【令和４年度】 

特 記 事 項 （ 花 見 川 区 ）  

 

１  花 見 川 区 役 所 に お い て 保 管 し て い る 未 使 用 品 の ビ ニ ー ル マ ッ

ト を 令 和 ５ 年 ３ 月 ３ １ 日 （ 金 ） ま で に 回 収 す る こ と 。  

 

２  回 収 の 日 時 は 甲 乙 協 議 の 上 決 定 し 、回 収 の ３ 日 前 ま で に 、車 両

の 車 種 ・ 最 大 積 載 量 及 び 作 業 者 の 氏 名 を 甲 へ 報 告 す る こ と 。  

 

３  回 収 し た 未 使 用 品 の ビ ニ ー ル マ ッ ト は 、乙 の 投 票 所 器 材 保 管 場

所 に お い て 保 管 し 、 各 投 票 所 へ 搬 入 す る こ と 。  

 


